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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システム上のインターネットサービス接続装置を通じてネットワークに接続し
ている利用者端末における、インターネット接続サービス提供方法であり、
　任意の数字ボタンの入力に対応する入力信号を受信するステップ、
複数の前記数字ボタンの入力に対応する入力信号を数字列及び文字列に同時に変換するス
テップ、
　前記数字列及び前記文字列を数字列表示領域及び文字列表示領域にそれぞれ同時に表示
するステップ、
　前記数字列表示領域に対応する機能ボタン及び前記文字列表示領域に対応する機能ボタ
ンの何れかの機能ボタンが入力された際に、前記機能ボタンが前記数字列表示領域及び前
記文字列表示領域のどちらに対応するかを判断するステップ、
　前記機能ボタンが前記数字列表示領域に対応する入力である場合に、音声通話をするた
めの要求情報を生成し、前記機能ボタンが前記文字列表示領域に対応する入力である場合
に、インターネットに接続するための要求情報を生成するステップ、
　前記機能ボタンの入力が、前記数字列表示領域に対応する機能ボタンの入力である場合
に、前記音声通話をするための要求情報を前記移動通信システムに送信し、前記文字列表
示領域に対応する機能ボタンの入力である場合に、前記インターネットに接続するための
要求情報をインターネットサービス接続装置に送信するステップから成るインターネット
接続サービス提供方法。
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【請求項２】
　前記文字列表示領域が、前記数字ボタンに対応する複数の言語の文字を表示するために
、Ｎ（＞＝２）個の文字列表示領域に分割されており、分割された前記文字列表示領域が
それぞれ複数の機能ボタンに対応している請求項１に記載のインターネット接続サービス
提供方法。
【請求項３】
　さらに、前記文字列表示領域の前記文字列の言語を第１言語から第２言語に変換するた
めの変換ボタンの入力信号を受信し、
　前記変換ボタンの前記入力信号を受信すると、前記文字列表示領域の前記文字列の言語
を前記第１言語から前記第２言語に変換し、
　前記文字列表示領域に前記第２言語で前記文字列を表示することから成る請求項１に記
載のインターネット接続サービス提供方法。
【請求項４】
　前記文字列表示領域に表示された前記文字列を含む前記インターネット接続要求を前記
インターネットサービス接続装置に送信する請求項１に記載のインターネット接続サービ
ス提供方法であり、
　前記文字列に対してスペルチェックを実施し、
　前記文字列に誤ったスペルがある場合、前記文字列の言語を前記利用者端末が対応でき
るいずれかの言語に変換し、
　変換された前記文字列を含む前記インターネット接続要求を生成し、
　生成された前記インターネット接続要求を前記インターネットサービス接続装置に送信
することから成る請求項１に記載のインターネット接続サービス提供方法。
【請求項５】
　前記インターネット接続要求に含まれている前記文字列が２つ以上の文字から成る場合
、前記インターネットサービス接続装置が、前記文字列に対応する前記ドメインアドレス
及び前記ドメインアドレスに対応するウェブページを前記利用者端末に送信することから
成る請求項１に記載のインターネット接続サービス提供方法。
【請求項６】
　前記インターネット接続要求に含まれている前記文字列が所定の区分子により区分され
たサービス分類及び検索語から成る場合、前記インターネットサービス接続装置が前記サ
ービス分類及び前記検索語を用いて生成された検索リストを前記利用者端末に送信するこ
とから成る請求項１に記載のインターネット接続サービス提供方法。
【請求項７】
　ネットワークを通じて移動通信システム上のインターネットサービス接続装置と接続し
ている、インターネット接続サービスを提供する利用者端末であり、
　数字列表示領域及び文字列表示領域を備えた表示部と、
　２つ以上の数字ボタン及び２つ以上の機能ボタンを持つキー入力部と、
　前記数字ボタンの入力に対応する数字及び文字を認識するボタン認識処理部と、
　前記数字及び前記文字を、数字列及び文字列の形態で、前記表示部上にあって互いに独
立している数字列表示領域及び文字列表示領域に、それぞれ同時に表示する表示制御部と
、
　前記数字列表示領域に対応する機能ボタン及び前記文字列表示領域に対応する機能ボタ
ンの何れかの機能ボタンが入力された際に、前記機能ボタンが前記数字列表示領域及び前
記文字列表示領域のどちらに対応するかを判断し、前記機能ボタンが前記数字列表示領域
に対応する場合に、音声通話をするための要求情報を生成し、前記機能ボタンが前記文字
列表示領域に対応する場合に、インターネットに接続するための要求情報を生成する信号
生成部と、
　前記機能ボタンの入力が、前記数字列表示領域に対応する機能ボタンの入力である場合
に、前記音声通話をするための要求情報を前記移動通信システムに送信し、前記文字列表
示領域に対応する機能ボタンの入力である場合に、前記インターネットに接続するための
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要求情報を前記インターネットサービス接続装置に送信する通信部から成る利用者端末。
【請求項８】
　さらに、変換信号を生成する変換ボタンを備え、
　前記変換信号を受信した際に、前記文字列表示領域の前記文字列の前記第１言語を前記
第２言語に変換する、入力文字列変換部から成る請求項７に記載の利用者端末。
【請求項９】
　利用者端末にインターネット接続サービスを提供するために、コンピューターが、
　任意の数字ボタンの入力に対応する入力信号を受信するステップ、
　複数の前記数字ボタンの入力に対応する入力信号を数字列及び文字列に同時に変換する
ステップ、
　前記数字列及び前記文字列を数字列表示領域及び文字列表示領域にそれぞれ同時に表示
するステップ、
　前記数字列表示領域に対応する機能ボタン及び前記文字列表示領域に対応する機能ボタ
ンの何れかの機能ボタンが入力された際に、前記機能ボタンが前記数字列表示領域及び前
記文字列表示領域のどちらに対応するかを判断するステップ、
　前記機能ボタンが前記数字列表示領域に対応する入力である場合に、音声通話をするた
めの要求情報を生成し、前記機能ボタンが前記文字列表示領域に対応する入力である場合
に、インターネットに接続するための要求情報を生成するステップ、
　前記機能ボタンの入力が、前記数字列表示領域に対応する機能ボタンの入力である場合
に、前記音声通話をするための要求情報を前記移動通信システムに送信し、前記文字列表
示領域に対応する機能ボタンの入力である場合に、前記インターネットに接続するための
要求情報をインターネットサービス接続装置に送信するステップを実行させるためのプロ
グラムを記録したコンピューターで判読可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信サービスを提供する方法及びそのシステムに関するものであり、特
に、利用者が入力するボタンに対応する数字と文字の両者を入力することにより、前記利
用者が選択した音声通話あるいは無線インターネットサービスを迅速に提供する方法及び
そのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声通話しようとする利用者は、移動通信端末の数字ボタンを押すことにより電話番号
を入力した後、ＳＥＮＤボタンを押す。同様に、無線インターネットサービスを利用しよ
うとする利用者は、音声通話する手順とは異なる独立した手順を通じて無線インターネッ
トに接続する。以下、従来の移動通信端末を用いた無線インターネットへの前記接続手順
を簡単に説明する。
【０００３】
　現在、前記移動通信端末を通じて無線インターネットに接続する最も通常の方法は、前
記移動通信端末の「ホットキー」として機能ボタンを押すことである。前記利用者は、例
えば、韓国ではＭＡＧＩＣｎ、ＥＺｉ、ＮＡＴＥ、アメリカではＴ＠、中国ではｉなどで
表示される前記ホットキーを押して、各移動通信サービスプロバイダーによって運営され
る各無線ポータルサイトに接続できる。この従来の無線インターネットへの接続手順では
、前記無線ポータルサイト（例えば、移動通信サービスプロバイダーのポータルサイト）
に接続するには便利であるが、前記移動通信サービスプロバイダーのポータルサイトでは
なく、他の独立したポータルサイトや前記ポータルサイトの下位のディレクトリに接続す
るのには不便である。
【０００４】
　そのため、希望する無線インターネットサイトや情報に接続するためには、前記利用者
は無線インターネットに接続した後、希望するサービスメニューを検索したり、数字のキ
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ー入力部を用いることでドメイン名やＩＰアドレスを入力したりする。それ故に、希望す
る前記無線サイトや前記情報に接続する前記手順は、前記移動通信サービスプロバイダー
の無線ポータルサイトに接続することよりも難しく複雑である。無線インターネットや情
報に接続する他の方法は、ＵＲＬをコールバックするＳＭＳを使用することである。
【０００５】
　ＵＲＬコールバックとは、典型的な前記無線インターネットへの接続方法だが、ＳＭＳ
が無線インターネットサイト及び／またはウェブページのＵＲＬを含んでおり、ＳＥＮＤ
ボタンを押すとすぐに前記移動通信端末は直接前記サイトに接続するものである。前記サ
イトがＵＲＬコールバックのメッセージを送信すると、前記利用者は受け取った前記ＵＲ
Ｌをお気に入りリストに登録することができ、前記お気に入りリストを利用することで前
記サイトに接続することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、前記方法には依然として欠点があり、基本的に接続情報は外部装置から提供さ
れなくてはならず、前記移動通信端末は受け取った前記接続情報をそれ自身に記録した後
でなくては使用できない。
【０００７】
　それ故に、前記方法の前記無線インターネットサービス接続によれば、前記利用者が用
いることは難しく複雑であり、多くの時間と費用がかかる。
【０００８】
　同様に、前記方法の前記無線インターネットサービス接続によれば、前記利用者が希望
する情報に接続することも複雑であり、多くの時間がかかる。
【０００９】
　それ故に、本発明の目的は、数字列及び文字列の両者の入力によって選択された前記サ
ービスを提供する方法及びシステムを提供し、利用者の利便性を高めるために、１つの数
字ボタンに割当てられた数字と文字を同時に表示し、前記数字列または前記文字列に対応
する機能ボタンを押すことにより、前記利用者が数字列と文字列の１つを選択できるよう
にすることである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、数字列及び文字列の両者の入力によって選択された前記サービス
を提供する方法及びシステムを提供し、情報への接続が迅速に達成できるように、送信さ
れた前記文字列を用いることで希望する前記サイトのＵＲＬまたはサービス分類が認識可
能とすることである。
【００１１】
　本発明のさらに別の目的は、数字及び文字列の両者の入力を通じた選択サービス提供方
法及びそのシステムを提供し、前記サービスの利用方法を学習する必要性を排除すること
である。
【００１２】
　本発明のさらに別の目的は、数字及び文字列の両者の入力を通じた選択サービス提供方
法及びそのシステムを提供し、より容易な前記無線インターネット接続方法を通じて前記
利用者の無線インターネットへの接続を促し、無線インターネットへの頻繁な接続を通じ
て無線インターネットサービス及び電子商取引を活性化させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記の目的を果たすために、本発明の一実施形態によれば、移動通信システム上のイン
ターネットサービス接続装置を通じてネットワークに接続している利用者端末における、
インターネット接続サービス提供方法、および前記方法の実行を可能にするシステム、装
置、コンピューターで判読可能な記録媒体であって、
　（ａ）任意の数字ボタンに対応する入力信号を受信し、
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　（ｂ）前記入力信号を数字及び文字として変換し、
　（ｃ）前記数字及び前記文字をそれぞれ数字列表示領域及び文字列表示領域に表示し、
　機能ボタンに対応する入力信号を受信するまで、前記（ａ）～（ｃ）を反復し、
　前記機能ボタンに対応する前記入力信号を受信すると、前記機能ボタンが前記数字列表
示領域に対応しているか、前記文字列表示領域に対応しているか判断し、
　前記機能ボタンが前記文字列表示領域に対応している場合、前記文字列表示領域に表示
された前記文字列を含むインターネット接続要求を、前記インターネットサービス接続装
置に送信することから成るインターネット接続サービス提供方法、および前記方法の実行
を可能にするシステム、装置、コンピューターで判読可能な記録媒体が提供される。
【００１４】
　さらに、インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記機能ボタンが前記数
字列表示領域に対応している場合、前記数字列表示領域に表示された前記数字列を含む音
声通話要求を前記移動通信システムに送信することから成る。
【００１５】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法において、前記文字列表示領域が、前
記数字ボタンに対応する複数の言語の文字を表示するために、Ｎ（＞＝２）個の文字列表
示領域に分割されており、分割された前記文字列表示領域がそれぞれ複数の機能ボタンに
対応している。
【００１６】
　さらに、インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記文字列表示領域の前
記文字列の言語を第１言語から第２言語に変換するための変換ボタンの入力信号を受信し
、
　前記変換ボタンの前記入力信号を受信すると、前記文字列表示領域の前記文字列の言語
を前記第１言語から前記第２言語に変換し、
　前記文字列表示領域に前記第２言語で前記文字列を表示することから成る。
【００１７】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法において、前記文字列表示領域に表示
された前記文字列を含む前記インターネット接続要求を前記インターネットサービス接続
装置に送信することは、
　前記文字列に対してスペルチェックを実施し、
　前記文字列に誤ったスペルがある場合、前記文字列の言語を前記利用者端末が対応でき
るいずれかの言語に変換し、
　変換された前記文字列を含む前記インターネット接続要求を生成し、
　生成された前記インターネット接続要求を前記インターネットサービス接続装置に送信
することから成る
【００１８】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記インターネット接続要求に含
まれている前記文字列が２つ以上の文字から成る場合、前記インターネットサービス接続
装置が、前記文字列に対応する前記ドメインアドレス及び前記ドメインアドレスに対応す
るウェブページを前記利用者端末に送信することから成る。
【００１９】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記インターネット接続要求に含
まれている前記文字列が所定の区分子により区分されたサービス分類及び検索語から成る
場合、前記インターネットサービス接続装置が前記サービス分類及び前記検索語を用いて
生成された検索リストを前記利用者端末に送信することから成る。
【００２０】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、ネットワークに接続している利用者端末からの
インターネット接続要求に対応する無線インターネット接続サービスを提供するために、
移動通信システム上のインターネットサービス接続装置により実施される方法、および前
記方法の実行を可能にするシステム、装置、コンピューターで判読可能な記録媒体であっ
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て、
　前記利用者端末からの文字列を含むインターネット接続要求を受信し、
　前記インターネット接続要求から前記文字列を抽出し、
　抽出された前記文字列が２つ以上の文字から成るか否かを判断し、
　抽出された前記文字列が２つ以上の文字から成る場合、前記文字列を含むＵＲＬ要求を
文字列ＤＮＳサーバに送信し、前記文字列ＤＮＳサーバから前記文字列に対応するＵＲＬ
を受信し、
　前記文字列に対応する前記ＵＲＬを前記利用者端末に送信し、その際、前記利用者端末
は、前記利用者がそれぞれ数字列表示領域及び文字列表示領域に入力する数字ボタンに対
応する数字列及び文字列を表示し、また、前記文字列表示領域に対応する機能ボタンが入
力された場合、前記インターネット接続要求を前記インターネットサービス接続装置に送
信することから成る方法および前記方法の実行を可能にするシステム、装置、コンピュー
ターで判読可能な記録媒体が提供される。
【００２１】
　さらに、インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記インターネット接続
要求の前記文字列が所定の区分子により区分されたサービス分類及び検索語から成る場合
、前記サービス分類に対応する前記ＵＲＬ要求を前記文字列ＤＮＳサーバに送信し、前記
文字列ＤＮＳサーバから前記文字列に対応する前記ＵＲＬを受信し、
　前記ＵＲＬ及び前記検索語を含む検索リスト生成要求を検索サーバに送信し、前記ＵＲ
Ｌに対応する２つ以上の情報サーバからの検索結果を用いて生成された検索リストを受信
し、
　また、前記検索リストを前記利用者端末に送信することから成る。
【００２２】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法において、前記サービス分類は、予約
、検索、ニュース、証券、チケット、俳優／女優及びゲームなどのようにカテゴリーを表
すために使用できる言葉であれば何でもよい。
【００２３】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法において、前記文字列に対応する前記
ＵＲＬを抽出するために、前記文字列ＤＮＳサーバが前記ＵＲＬ要求から前記文字列を抽
出し、
　また、予め登録された２つ以上の文字列と２つ以上のＵＲＬと登録された前記文字列と
前記ＵＲＬの組み合わせ情報を用いることで、前記文字列に対応する前記ＵＲＬを抽出す
る。
【００２４】
　さらに、インターネット接続サービスを提供する前記方法は、前記移動通信システムに
含まれるいずれかの利用者端末および位置検出サーバから前記利用者端末の位置情報を受
信し、
　前記ユーザ端末の前記位置情報をいずれかの文字列ＤＮＳサーバまたは検索サーバに送
信し、
　文字列ＤＮＳサーバは、位置情報に対応するＵＲＬのみを送信し、
　検索サーバは、位置情報のみに対応する検索結果を用いて検索リストを生成することか
ら成る。
【００２５】
　インターネット接続サービスを提供する前記方法において、前記利用者端末に送信され
る前記ＵＲＬが、前記ＵＲＬに対応するウェブページに含まれて送信される。
【００２６】
　本発明の別の実施形態によれば、ネットワークを通じて移動通信システム上のインター
ネットサービス接続装置と接続している、インターネット接続サービスを提供する利用者
端末であり、
　表示部と、
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　２つ以上の数字ボタン及び２つ以上の機能ボタンを持つキー入力部と、
　入力された前記数字ボタンに対応する数字及び文字を認識するボタン認識処理部と、
　前記数字及び前記文字を、数字列及び文字列の形態で、前記表示部上にあって互いに独
立している数字列表示領域及び文字列表示領域に、それぞれ表示する表示制御部と、
　前記機能ボタンが入力された際に、前記機能ボタンが前記文字列表示領域に対応するか
否か判断し、前記機能ボタンが前記文字列表示領域に対応する場合に、前記文字列表示領
域に前記文字列を含むインターネット接続要求を生成する信号生成部と、
　前記インターネット接続要求を前記インターネットサービス接続装置に送信する通信部
から成る利用者端末が提供される。
【００２７】
　さらに、前記利用者端末は、変換信号を生成する変換ボタン、
　また、前記変換信号を受信した際に、前記文字列表示領域の前記文字列の前記第１言語
を前記第２言語に変換する、入力文字列変換部から成る。
【００２８】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、ネットワークを通じて利用者端末に接続し、前
記利用者端末からのインターネット接続要求に対応するインターネット接続サービスを提
供する、インターネットサービス接続装置であり、
　前記利用者端末からの文字列を含む前記インターネット接続要求を受信し、前記インタ
ーネット接続要求から前記文字列を抽出し、そして前記文字列が２つ以上の文字から成る
場合、前記文字列に対応するＵＲＬを疝気利用者端末に送信する、プロキシサーバを含み
、
　前記プロキシサーバとネットワークを通じて接続しており、予め登録された情報を用い
ることで前記文字列に対応するＵＲＬを提供する、文字列ＤＮＳサーバを含み、
　この装置においては、予め登録された情報は、２つ以上の文字列と２つ以上のＵＲＬと
登録された前記文字列と前記ＵＲＬの組み合わせ情報から成っており、
　この装置においては、前記利用者端末は、前記利用者が入力した数字ボタンに対応する
前記数字列及び前記文字列を、それぞれ数字列表示領域及び文字列表示領域に表示し、前
記文字列表示領域に対応する機能ボタンが入力された場合、前記インターネット接続要求
を前記インターネット接続装置に送信する、インターネットサービス接続装置が提供され
る。
【００２９】
　同様に、前記文字列が所定の区分子により区別されたサービス分類及び検索語から成る
場合、
　前記プロキシサーバは、前記サービス分類に対応する前記ＵＲＬ要求を、前記文字列Ｄ
ＮＳサーバに送信し、前記文字列ＤＮＳサーバから前記サービス分類に対応する前記ＵＲ
Ｌを受信し、前記ＵＲＬ及び前記検索語を含む検索リスト生成要求を検索サーバに送信し
、送信したＵＲＬに対応する２つ以上の情報サーバから検索結果を用いて生成された検索
リストを受信し、受信した前記検索リストを前記利用者端末に送信する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、添付する図面に示された好ましい実施形態に基づいて本発明を説明する。説明の
中では、図面番号にかかわらず同一の構成要素に対しては同一の参照番号を付与している
。
【００３１】
　図１は、数字列及び文字列の両者の入力を通じてサービスを選択する方法を実施するシ
ステムを示している。
【００３２】
　図１を参照すると、数字列及び文字列の両者の入力を通じてサービスを選択する方法を
実施する前記システムは、利用者端末１００、移動通信システム１１０、複数の情報サー
バ１２０ａ、１２０ｂ、…、１２０ｎ（以下１２０と称する）から成る。
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【００３３】
　前記利用者端末１００は、通信網を介して前記移動通信システム１１０に接続し、前記
移動通信システム１１０から提供される無線インターネットサービスを用いることができ
る。ＢＴＳ１３５は、前記利用者端末１００からの発信信号を受信し、前記信号をＢＳＣ
１４０を介してＭＳＣ１４５に送信する。前記利用者端末は、図１に示されるように、移
動通信端末、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ノー
トパソコンなどである。前記利用者端末１００の運用の形態に対しては、以後、添付する
前記図面を参照して詳しく説明する。
【００３４】
　前記移動通信システム１１０は、ＢＴＳ１３５、ＢＳＣ１４０、ＭＳＣ１４５、ＩＷＦ
（Ｉｎｔｅｒ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）１５０、インターネットサービス接
続装置１５５、ＰＤＳＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｎｏｄｅ）１６０
を含む。図１には示されていないが、前記移動通信システム１１０が、さらにＶＬＲ（Ｖ
ｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）、ＨＬＲ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）を含むことは明らかである。
【００３５】
　ＭＳＣ１４５は、前記利用者端末１００からの前記発信信号が音声通話のためのもので
ある場合には、音声通話経路を確立し、前記発信信号が無線インターネットに接続するた
めのものである場合には、前記発信信号をＩＷＦ１５０に送信する。音声通話と無線イン
ターネットの前記発信信号が互いに区別可能な異なったフォーマットであることは明らか
である。
【００３６】
　ＩＷＦ１５０は、音声通信網とデータ通信網とを接続するためのものであって、相互異
なる通信網のプロトコルの整合を行う。ＰＤＳＮ１６０は、３Ｇパケットデータ通信網サ
ービスを行うための構成要素であって、前記利用者端末１００はＰＤＳＮ１６０を介して
前記インターネットサービス接続装置１５５に接続することができる。
【００３７】
　インターネットサービス接続装置１５５は、ＩＷＦ１５０またはＰＤＳＮ１６０から送
信された無線インターネット接続のための前記発信信号に含まれている文字列を抽出し、
抽出された前記文字列（例えば、花配達）に対応するＵＲＬを抽出して、抽出されたＵＲ
Ｌを用いて前記利用者端末１００が対応する前記情報サーバ１２０から前記サービスの提
供を受けることができるようにする。また、前記インターネットサービス接続装置１５５
は、抽出された文字列（例えば、検索＊花配達）が任意の情報サーバまたはウェブサイト
などを検索するためのものであった場合には、前記文字列に対応する検索リスト（例えば
、１－８００－ｆｌｏｗｅｒｓ．ｃｏｍ、ＦｌｏｗｅｒｓＯｎｌｉｎｅ、ｅｔｃ．）を前
記利用者端末１００に提供できる。
【００３８】
　図２は、本発明の好ましい一実施形態によるインターネットサービス接続装置のブロッ
ク図である。当然、各機能は、分離し独立した装置により実現することも可能であり、検
索サーバ２４０の前記機能はプロキシサーバ２１０に含めることも可能である。
【００３９】
　図２を参照すると、本発明によると、前記インターネットサービス接続装置１５５は、
プロキシサーバ２１０、文字列ＤＮＳサーバ２２０、一般ＤＮＳサーバ２３０及び検索サ
ーバ２４０から成る。
【００４０】
　プロキシサーバ２１０は、前記利用者端末１００から受信した発信信号（以下、“イン
ターネット接続要求信号”と称する）に含まれる接続情報（すなわち、文字列、区分子、
識別子などであり、前記文字列は広義の区分子、識別子をから成る）を抽出し、前記接続
情報に対応する詳細ＵＲＬを前記利用者端末１００に送信する。プロキシサーバ２１０は
、従来技術によるドメインネームまたはＵＲＬなどを含む接続情報が受信された場合、一
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般ＤＮＳサーバ２３０に接続するように構成される。そして、一般ＤＮＳサーバ２３０で
認識できない前記文字列を含んだ前記インターネット接続要求信号が受信された場合には
、文字列ＤＮＳサーバ２２０または検索サーバ２４０からインターネット接続サービスを
提供するように構成される。従来技術による一般ＤＮＳサーバ２３０を用いたインターネ
ット接続方法は、前記技術に熟達したに者にはよく知られているので、詳細な説明は省略
する。プロキシサーバ２１０は、ＵＲＬ抽出部２５０及びＵＲＬ提供部２５５から成る。
ＵＲＬ提供部２５５は以下の方法でインターネット接続サービスを提供することができる
。接続情報に対応するサイトのＵＲＬを、前記ＵＲＬを使用することで前記利用者端末１
００に送信する方法。前記ＵＲＬに対応するウェブページを呼び出し、それを前記利用者
端末１００に送信する方法など。すなわち、本発明によるインターネット接続サービスは
、プロキシサーバ２１０が詳細ＵＲＬを抽出して前記利用者端末１００に送信すると、前
記利用者端末１００から前記詳細ＵＲＬに再接続するように構成するか、前記詳細ＵＲＬ
に対応するページを呼出して前記利用者端末１００に直接提供するように構成することが
できる。ここで、提供される前記ページ情報には、対応するＵＲＬも含まれるので、以下
、前記提供方式にかかわらず、プロキシサーバ２１０が前記利用者端末１００に送信する
情報をＵＲＬと称することにする。
【００４１】
　ＵＲＬ抽出部２５０は、前記接続情報に対応する詳細ＵＲＬを抽出し、接続情報（例え
ば、文字列）を分析することで所定の前記方法に応じて前記詳細ＵＲＬを提供する。ＵＲ
Ｌ抽出部２５０は、接続情報の構造を用いて接続情報が特定サイトに接続しようとする信
号であるか、または検索リストを要求する信号であるかを判断し、前記判断に対応するイ
ンターネット接続サービスを提供することができる。表１はＵＲＬ抽出部２５０が、接続
情報の前記構造を分析することで、接続情報がサイト接続要求信号であるか、検索リスト
要求信号であるか、段階的実行要求信号であるかを、どのように判断するか示している。
【表１】

【００４２】
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　ＵＲＬ抽出部２５０は、接続情報の構造を用いて前記接続情報がサイト接続要求信号で
あるか、検索リスト要求信号であるか、段階的実行要求信号であるかを判断する。この際
、さらに接続情報がサイト接続要求信号または検索リスト要求信号であることを表示する
付加的な識別子（例えば！や＃）を含むことは明らかである。ただし、以下では、構造の
みによって接続情報の前記区分が判断され、接続情報がサイト接続要求信号または検索リ
スト要求信号である前記の場合を中心に説明する。
【００４３】
　例えば、前記利用者が“ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌ”に接続しようとする場合、前記利用者
端末１００は前記利用者により入力された“ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌ”という文字列を、通
信網を介して送信でき、前記移動通信システム１１０で認識できるように所定の送信フォ
ーマットに変換して、前記移動通信システム１１０に送信する。前記文字列は、送信フォ
ーマットデータ内で、ｈｔｔｐ：／／ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌ、＊ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌ、
ｈｔｔｐ：／／＊ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌなどに変換される。前記プロキシサーバ２１０は
、前記送信フォーマットデータに含まれる接続情報の前記構造を分析することで、前記接
続情報が前記サイト接続要求信号であると認識し、前期接続情報を前記文字列ＤＮＳサー
バ２２０に送信する。前記文字列ＤＮＳサーバ２２０は、接続情報に対応するドメインア
ドレス（例えば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｔｆ．ｃｏｍ）を抽出して前記プロキシサー
バ２１０に提供する。前記プロキシサーバ２１０は、受信したドメインアドレスを前記利
用者端末１００に送信して当該サイトに接続できるようにし、当該ドメインアドレスに対
応するウェブページを前記利用者端末１００に送信する。
【００４４】
　次に、送信フォーマットデータ内に含まれている接続情報が“検索＊花配達”である場
合、プロキシサーバ２１０は前記文字列ＤＮＳサーバ２２０からサイトをするためのサイ
トドメインアドレスの提供を受けて前記検索サーバ２４０に検索要求を送信する。前記検
索サーバ２４０は対応するサイト情報を検索して検索リストを前記プロキシサーバ２１０
に送信し、前記プロキシサーバ２１０は受信された検索リストを前記利用者端末１００に
送信する。もちろん、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０から受信したドメインアドレス等が
検索リストに対応する情報である場合（例えば、接続情報が“映画＊チケット”であり、
受信されたドメインアドレス等が映画前売りサービスを提供するサイト等のドメインアド
レスである場合）には、受信されたドメインアドレス等を利用者端末１００に送信するこ
ともできる。また、当該検索リストに含まれている検索結果が１つであったり、当該サー
ビスを行うためのサイトが既に指定されていたりする場合には当該サイトに直接接続する
ようにすることもできる。前記文字列ＤＮＳサーバ２２０は、前記プロキシサーバ２１０
から受信した接続情報がサイト接続要求信号である場合、当該接続情報に対応するドメイ
ンアドレス（すなわち、ＵＲＬ）を抽出して前記プロキシサーバ２１０に送信し、当該接
続情報が検索リスト要求信号である場合には、サービス類型及び／または検索語に対応す
るドメインアドレスを抽出して前記プロキシサーバ２１０に提供する。例えば、当該検索
リスト要求信号が“検索＊花配達”である場合、検索サービスを提供するサイトのドメイ
ンアドレス（例えば、ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｋｒ）を抽出して前記プロキシサーバ
２１０に送信する。図２に示すように、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０はコード分析部２
６０、アドレス登録部２６５から成り、さらにドメインアドレスを保存するための保存部
から成る。前記コード分析部２６０は、受信された文字列情報から前記アドレス登録部２
６５を参照してＵＲＬを抽出するように構成される。前記アドレス登録部２６５は、接続
情報及びドメインアドレスのマッピングテーブルを構成、保存及び管理する。
【００４５】
　そして、図１には示されていないが、さらに前記移動通信システム１１０は位置に基づ
いたサービス（ＬＢＳ）を行う位置認識サーバから成る。位置認識サーバは基地局を介し
て受信される前記利用者端末１００の位置情報または前記利用者端末１００から受信され
るＧＰＳ位置データを用いて前記利用者端末の位置情報を認識して前記インターネットサ
ービス接続装置１５５に送信することができる。この場合、前記インターネットサービス
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接続装置１５５は、前記利用者端末１００から受信された発信信号に含まれている文字列
に対応する位置に基づいた情報が提供されるようにすることができる。例えば、発信信号
に含まれている文字列が“前売り＊映画＊アイランド（映画名）”である場合、前記イン
ターネットサービス接続装置１５５は、前売りサービスを提供するし、前売りサービスの
対象に映画が含まれて、映画名“アイランド”が上映中である映画館の前売りができるウ
ェブサイトのうち、前記利用者端末１００の位置に対応する映画館を含むウェブサイトの
みを抽出して検索リストとして前記利用者端末１００に提供することができる。勿論、当
該サービスを提供するウェブサイトが一つであったり、映画前売りサービスのために既に
指定されているウェブサイトが存在したりする場合には、当該ウェブサイトに即時接続さ
れるようにすることもできる。ＬＢＳを提供することにおいて、前記利用者端末１００の
位置に対応する位置範囲は行政区域上の市道範囲であってもよい。
【００４６】
　前記情報サーバ１２０は、前記利用者端末１００に具備されたウェブブラウザを介して
多様な情報（例えば、文書情報、マルチメディア情報など）を提供する装置である。
【００４７】
　図３は、本発明の好ましい一実施形態による前記利用者端末の構成を概略的に示す図面
であり、図４は、本発明の好ましい一実施形態による前記利用者端末の入力情報表示方法
を示す図面である。
【００４８】
　図３を参照すると、前記利用者端末１００は、制御部３１０、キー入力部３２０、メモ
リ３３０、表示部３８０及び送受信部３９０を含む。
【００４９】
　前記制御部３１０は、通信制御部３５０、表示制御部３５５、ボタン認識処理部３６０
、インターネットサービス制御部３６５から成る。
【００５０】
　前記表示制御部３５５は、図４に示すように前記表示部３８０を複数の領域、例えば、
入力されたボタンに対応する数字を表示するための第１領域４１０、入力されたボタンに
対応するハングル（韓国文字）または英文字を表示するための第２領域４２０、また各領
域に表示されている情報を用いてサービスを要求するための機能ボタン連結情報表示領域
４３０など、に分割し、前記ボタン認識処理部３６０により認識された数字、文字を各領
域に表示されるように処理する。前記表示制御部３５５は、表示される情報の種類に応じ
て前記表示部３８０を複数の領域、例えば、数字表示領域、ハングルの文字表示領域、英
文字表示領域、機能ボタン連結情報表示領域など、に分割できるが、以下では三つの領域
に分割する場合を仮定して説明する。
【００５１】
　前記ボタン認識処理部３６０は、前記キー入力部３２０を通じて入力されたボタンに対
応する数字、文字を認識して前記表示制御部３５５に送信する。例えば、前記ボタン認識
処理部３６０は、前記利用者により入力されたボタンが数字“６”である場合、また当該
ボタンがハングルの文字“・”及び英文字“ｍ”に対応することを認識して前記表示制御
部３５５に送信する。
【００５２】
　前記インターネットサービス制御部３６５は、入力文字列変換部３６６、インターネッ
ト接続要求信号生成部３６７、ウェブブラウザ起動部３６８から成る。インターネットサ
ービス制御部３６５は、前記利用者から任意のボタンが選択された後、図４の第２領域４
２０に対応するように所定の機能ボタン、例えば、“ＯＫ”ボタン、が入力されることに
よりインターネット接続要求が入力されて動作を開始する。
【００５３】
　前記入力文字列変換部３６６は、前記利用者から文字列変換のために所定の機能ボタン
が入力されると、第２領域４２０に表示された文字列を変換する。例えば、前記利用者が
順次に６、２、３のボタンを入力した場合、前記第１領域４１０には数字列“６２３”が
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表示されて、第２領域４２０には天地人ハングル入力モードである場合“・”というハン
グルが表示される。しかし、前記利用者が前記第２領域４２０に表示しようとした文字が
英文字であった場合、前記利用者は所定の機能ボタン（例えば、＃ボタン、音量ボタン（
図４の４４０）など）を入力することで前記第２領域に表示される文字の言語をハングル
から英文字に変換することができる。変換ボタン（例えば、変換信号の生成）を押した後
で、前記第２領域には“ｍａｄ”という英文字が表示される。また、前記利用者が前記第
２領域４２０に表示された文字列に対応する機能ボタンを入力することによりインターネ
ット接続要求をした場合、前記入力文字列変換部３６６は、前記第２領域４２０に表示さ
れた前記文字列に対してスペルチェックを実施し、文法的に不正である場合には前記文字
列を異なる言語に自動変換することができる。例えば、前記第２領域４２０に表示された
文字列が“・・・・”である場合、入力文字列変換部３６６は当該文字列を“ｔｒｉｐ”
に自動変換することができる。もちろん、前記入力文字列変換部３６６の文字列自動変換
により変換された文字列もまた文法規則に違反している場合、エラーメッセージを前記表
示部３８０にディスプレイしたり、送信の確認のための対話窓を前記表示部３８０にディ
スプレイすることができる。
【００５４】
　一つの言語を異なる言語に変換するメカニズムは、“オートマタ（ａｕｔｏｍａｔａ）
”と呼ばれ、このメカニズムは当業系で広く知られているので、以下詳しい説明は略する
。前記インターネット接続要求信号生成部３６７は、前記利用者から図４の第２領域４２
０に表示された文字列及び対応する機能ボタンを用いたインターネット接続要求が入力さ
れると、当該文字列を用いて所定の形態の送信フォーマットデを生成する。生成された送
信フォーマットは、前記送受信部３９０を介して前記移動通信システム１１０に送信され
る。
【００５５】
　ウェブブラウザ駆動部３６８は、前記利用者からインターネット接続要求が入力される
と、メモリ３３０に保存されているウェブブラウザプログラムを駆動する。
【００５６】
　図４に本発明の好ましい一実施形態により入力情報を表示した前記利用者端末１００が
示されている。図４に示された前記利用者端末１００の前記表示部３８０は、三つの領域
に区分されて表示され、各領域には入力されたボタンに対応する数字情報、入力されたボ
タンに対応する文字情報、また各領域に表示された情報を用いてサービスを要求するため
の機能ボタン連結情報、例えば、第１領域－ＳＥＮＤボタン、第２領域－ＯＫボタン、が
それぞれ表示される。勿論、上述したように前記表示部３８０に表示しようとする情報の
種類に応じて領域個数はさらに増加できるし、一つの領域に表示された情報は任意の変換
ボタン、例えば、＃ボタン、音量ボタン４４０など、の入力により異なる言語の情報に変
換されて表示されることができる。
【００５７】
　図５は、本発明の好ましい一実施形態による表示情報及び機能ボタンを用いた選択サー
ビスが行われる過程を示す概念図である。前記利用者端末１００の前記表示部３８０は、
複数の領域に区分されて異なる情報がそれぞれ表示されるし、各領域はそれぞれの機能ボ
タンと対応されるように設定されて前記利用者がどんな機能ボタンを選択するかに応じて
前記移動通信システム１１０に送信される情報が異なって、前記移動通信システム１１０
は受信された情報に対応するサービスを前記利用者端末１００に提供する。すなわち、図
５に示したように、第１領域、すなわち、数字列表示領域は、第１機能ボタン、例えば、
ＳＥＮＤボタン、と対応されるように設定されて、前記利用者が第１機能ボタンを入力す
ると、前記利用者端末１００は音声通話をするための要求情報を前記移動通信システム１
１０に送信する。また、第２領域、すなわち、文字列表示領域は、第２機能ボタン、例え
ば、ＯＫボタン、と対応されるように設定されて、前記利用者が第２機能ボタンを入力す
ると、前記利用者端末１００は無線インターネットに接続するための要求情報を前記移動
通信システム１１０に送信する。



(13) JP 4625847 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【００５８】
　図６は、本発明の好ましい一実施形態による数字列及び文字列の両者の入力を通じたサ
ービス選択要求の方法を示すフローチャートである。
【００５９】
　図６を参照すると、前記利用者端末１００は、段階６１０で、前記利用者による数字ボ
タンの入力を受信し、段階６１５で、入力された前記数字ボタンに対応する数字及び文字
をそれぞれ独立した領域に表示する。
【００６０】
　段階６２０で、前記利用者端末１００は、図４の文字列表示領域４２０に表示された文
字に文法的エラーが存在するか否かを判断する。例えば、ハングル文字は、“・・・”の
ように１つの語頭子音と１つの母音で構成されたり、“・”のように１つの語頭子音と１
つの母音と２つ以上の語末子音で構成されたりする。よって、前記文字列表示領域にハン
グル文字が表示されていても、前記文字が子音のみまたは母音のみで構成されていた場合
、文法的に不正であると認識される場合がある。
【００６１】
　文法的エラーが存在する場合、段階６２５で、該当する領域にエラーメッセージ（例え
ば、ｄｉｓａｂｌｅｄ）を表示する。もちろん、エラーメッセージを表示しないで自動的
に異なる言語（例えば、英語）に変換して文字列表示領域に表示することもできる。
【００６２】
　そして、段階６３０で、前記利用者端末１００は前記利用者が（‘取消し’ボタンが押
されるなど）１つまたはそれ以上の文字をキャンセルまたは消去するか否かを判断する。
【００６３】
　文字削除命令が入力されると、前記利用者端末１００は、段階６４０で、最終的に入力
されたボタンに対応する数字及び文字を消去して残りを各領域に表示する。そして、前記
利用者端末１００は段階６１０に進む。
【００６４】
　しかし、文字削除命令が入力されない、または段階６２０の判断結果から文法的エラー
が存在しない場合には、段階６４５に進む。
【００６５】
　段階６４５で、前記利用者端末１００は、前記利用者から任意の機能ボタンが入力され
るかの可否を判断する。任意の機能ボタンが入力されなかった場合には、段階６１０に進
む。
【００６６】
　しかし、任意の機能ボタンが入力されると、前記利用者端末１００は段階６５０で、入
力された機能ボタンに対応する表示情報を所定の形式の前記送信フォーマットに変換した
後、変換された送信フォーマットデータを前記移動通信システム１１０に送信する。上述
した仮定のように、数字列表示領域に対応される機能ボタンをＳＥＮＤボタンとし、文字
列表示領域に対応される機能ボタンをＯＫボタンとする場合、前記利用者から入力された
機能ボタンがＳＥＮＤボタンであれば、前記利用者端末１００は数字列を含む送信データ
、すなわち、音声通話要求を生成して前記移動通信システム１１０に送信し、前記利用者
から入力された機能ボタンがＯＫボタンであると、前記利用者端末１００は文字列を含む
送信フォーマットデータ、すなわち、無線インターネット接続要求を生成して前記移動通
信システム１１０に送信する。例えば、前記利用者が“４”、“６”、“６”、“６”、
“５”、“５”、“５”、“３”、“３”、“３”のボタンを順次に入力すると、数字列
表示領域には数字列“４６６６５５５３３３”が表示されるし、文字列表示領域には"Ｇ
ＯＬＦ"が表示される。この際、前記利用者がＳＥＮＤボタンを入力すると、入力された
数字列を用いた音声通話が試みられるし、前記利用者がＯＫボタンを入力すると、入力さ
れた文字列を用いた無線インターネット接続が試みられる。
【００６７】
　図７は、本発明の好ましい一実施形態による文字列を用いた無線インターネット接続手
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続きを示す順序図であり、図８ないし図１０は、本発明の好ましい実施形態による利用者
インターフェース画面を示す図面である。
【００６８】
　図７には、本発明によるサービスを提供する前記利用者端末１００と前記プロキシサー
バ２１０との間のデータの送受信手続きが示されている。
【００６９】
　図７を参照すると、前記利用者端末１００は、段階６１０で、前記利用者から任意のボ
タンが入力され、段階６５５で、無線通信網を介して前記文字列を含む無線インターネッ
ト接続要求を前記プロキシサーバ２１０に送信する。段階６１０ないし段階６５５の過程
は前記の図６を参照して詳しく説明したので、これに対する説明は略する。
【００７０】
　段階７１０で、前記プロキシサーバ２１０は、前記利用者端末１００より受信された前
記インターネット接続要求信号から接続情報（すなわち、文字列及び／または区分子）を
抽出し、段階７１５で、抽出された接続情報を所定の方式に応じて分析する。
【００７１】
　もし、接続情報が既存のドメインネームであれば、前記プロキシサーバ２１０は、段階
７２０で前記一般ＤＮＳサーバ２３０にＵＲＬを要求する。また、もし、接続情報が所定
の構造のサイト接続要求信号であれば、前記プロキシサーバ２１０は、段階７２５で、当
該文字列にマッチングされるＵＲＬの提供を受けるために前記文字列ＤＮＳサーバ２２０
にＵＲＬを要求する。また、もし接続情報が所定の構造の前記検索リスト要求信号であれ
ば、前記プロキシサーバ２１０は、段階７３０で、前記文字列に対応するＵＲＬを抽出す
るために前記検索サーバ２４０にＵＲＬを要求する。
【００７２】
　前記プロキシサーバ２１０は、段階７４０で、前記一般ＤＮＳサーバ２３０、前記文字
列ＤＮＳサーバ２２０、または前記検索サーバ２４０からＵＲＬを受信し、段階７４５に
進行して、受信されたＵＲＬを前記利用者端末１００に送信する。ここで、単純にＵＲＬ
のみを送信する場合、前記利用者端末は受信されたＵＲＬを用いて対応する前記情報サー
バ１２０に接続を要求し、前記情報サーバ１２０から接続回答信号が受信されれば、前記
利用者端末１００と前記情報サーバ１２０との間の前記接続が確立される。また、上述し
たように前記プロキシサーバ２１０は、当該ＵＲＬに対応するウェブページを前記利用者
端末１００に送信することもできる。
【００７３】
　以下、前記インターネットサービス接続装置１５５における前記利用者端末１００から
受信された無線インターネット接続要求に対応するＵＲＬ、すなわち、ＵＲＬ自体、ＵＲ
Ｌに対応するウェブページなどを提供する方法に対して具体的に説明する。上述したよう
に、本発明による無線インターネット接続要求は、サイト接続要求信号（図８参照）、検
索リスト要求信号（図９参照）、または段階的実行要求信号（図１０参照）に対応する接
続情報から成り、接続情報は文字列、区分子、識別子などから成る。
【００７４】
　前記インターネットサービス接続装置１５５に前記利用者端末１００から送信された無
線インターネット接続要求が受信されると、前記プロキシサーバ２１０は、無線インター
ネット接続要求に含まれている接続情報を抽出する。その後、接続情報の構造を用いて当
該接続情報が、サイト接続要求信号、検索リスト要求信号または段階的実行要求信号の中
のどれなのかを判断する。
【００７５】
　当該接続情報が、サイト接続要求信号または段階的実行要求信号である場合、前記プロ
キシサーバ２１０は、受信された接続情報を前記文字列ＤＮＳサーバ２２０に送信して対
応するＵＲＬの提供を要求する。前記文字列ＤＮＳサーバ２２０は、接続情報に対応する
ＵＲＬを抽出し、抽出されたＵＲＬを前記プロキシサーバ２１０に送信する。この際、前
記文字列ＤＮＳサーバ２２０は、ＵＲＬ自体を提供する代わりに、前記情報サーバ１２０
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から当該ＵＲＬに対応するウェブページの提供を受けて前記プロキシサーバ２１０に送信
することもできる。前記プロキシサーバ２１０は、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０から受
信されたＵＲＬを前記利用者端末１００に送信したり、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０か
ら受信されたウェブページまたは前記検索サーバ２４０から提供された当該ＵＲＬに対応
するウェブページを前記利用者端末１００に送信したりする。
【００７６】
　図８は、サイト接続要求信号に対応する接続結果が前記利用者端末１００の前記表示部
３８０に表示された場合の画面表示の例示図である。図８を参照すると、前記利用者端末
１００は、多様なボタン、すなわち、数字ボタン、機能ボタンなどを含み、前記利用者か
ら入力されたボタンに対応する情報が数字列表示領域４１０及び文字列表示領域４２０に
それぞれ表示する。文字列表示領域４２０に“ＫＴ　Ｆｒｅｅｔｅｌ”が表示された状態
で前記利用者が“ＯＫ”ボタン８１０を入力すると、前記利用者端末１００は文字列表示
領域４２０に表示された文字列を含む送信フォーマットデータを生成して前記移動通信シ
ステム１１０に送信する。前記移動通信システム１１０の前記プロキシサーバ２１０は、
前記文字列ＤＮＳサーバ２２０を用いて受信された文字列に対応するＵＲＬを獲得した後
、対応するＵＲＬを用いて対応する前記情報サーバ１２０に接続を要求し、前記利用者端
末１００と前記情報サーバ１２０との間に接続がなされるようにする。結果的に、前記利
用者端末１００の前記表示部３８０には、前記情報サーバ１２０から送信されるウェブペ
ージ９３５がディスプレイされる。勿論、上述したように、前記プロキシサーバ２１０は
、前記利用者端末１００にＵＲＬのみを送信し、前記利用者端末１００が受信されたＵＲ
Ｌを用いて対応する前記情報サーバ１２０に接続することもできる。
【００７７】
　しかし、若し当該接続情報が検索リスト要求信号であったり、段階的実行要求信号であ
って前記プロキシサーバ２１０が前記文字列ＤＮＳサーバ２２０を介して対応するＵＲＬ
を獲得できなかったら、前記プロキシサーバ２１０は前記文字列ＤＮＳサーバ２２０にサ
ービス類型、例えば、予約、検索、ニュース、証券、チケット、俳優、ゲームなど、に対
応するサービスを提供するサイトのＵＲＬ要求を送信する。プロキシサーバは、前記文字
列ＤＮＳサーバ２２０からＵＲＬを受信し、受信されたＵＲＬ及び検索語、例えば、接続
情報が“チケット＊マトリックス”または“＊中華料理店”である場合の“マトリックス
”または“中華料理店”、を前記検索サーバ２４０に送信する。前記検索サーバ２４０は
、受信されたＵＲＬ及び検索語に対応する前記情報サーバ１２０を用いて検索リストを生
成し、生成された検索リストを前記利用者端末１００に送信する。
【００７８】
　図９は、検索リスト要求信号に対応する接続結果が前記利用者端末１００の前記表示部
３８０に表示された場合の画面表示の例示図である。図９を参照すると、前記利用者端末
１００は、前記利用者から入力されたボタンに対応する情報を数字列表示領域４１０及び
文字列表示領域４２０にそれぞれ表示する。文字列表示領域４２０に“チケット＊マトリ
ックス”が表示された状態で前記利用者が“ＯＫ”ボタン８１０を入力すると、前記利用
者端末１００は文字列表示領域４２０に表示された文字列を含む送信フォーマットデータ
を生成して前記移動通信システム１１０に送信する。前記移動通信システム１１０の前記
プロキシサーバ２１０は、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０を用いて受信された文字列から
サービス類型に対応するＵＲＬを獲得した後、対応するＵＲＬ及び検索語、すなわち、マ
トリックスを前記検索サーバ２４０に送信してマトリックスの予約できるサービスを提供
するウェブサイトの検索リストを生成するようにする。以後、前記プロキシサーバ２１０
は、前記検索サーバ２４０から生成された検索リストを前記利用者端末１００に送信する
。
【００７９】
　図１０は、段階的実行要求信号に対応する接続結果が前記利用者端末１００の前記表示
部３８０に表示された場合の画面表示の例示図である。図１０を参照すると、前記利用者
端末１００は、前記利用者から入力されたボタンに対応する情報を数字列表示領域４１０
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及び文字列表示領域４２０にそれぞれ表示する。文字列表示領域４２０に“＊中華料理店
”が表示された状態で前記利用者が“ＯＫ”ボタン８１０を入力すると、前記利用者端末
１００は、文字列表示領域４２０に表示された文字列を含む送信フォーマットデータを生
成して前記移動通信システム１１０に送信する。前記移動通信システム１１０の前記プロ
キシサーバ２１０は、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０を用いて受信された文字列に対応す
るＵＲＬの提供を要求して、対応するＵＲＬが存在しない場合、前記文字列ＤＮＳサーバ
２２０に検索サービスを提供するウェブサイトのＵＲＬを要求する。前記文字列ＤＮＳサ
ーバ２２０から検索サービスを提供するウェブサイトのＵＲＬが受信されると、受信され
たＵＲＬ及び検索語、すなわち、中華料理店を前記検索サーバ２４０に送信して検索リス
トが生成されるようにする。以後、前記プロキシサーバ２１０は、前記検索サーバ２４０
により生成された検索リストを前記利用者端末１００に送信する。
【００８０】
　図１１は、本発明の好ましい一実施形態によるＬＢＳを提供する手続きを示すフローチ
ャートである。
【００８１】
　本発明によるインターネット接続サービスを提供することにおいて、所定の前記サービ
ス分類及び検索語を用いることで効率的に検索リストを提供することが可能である。特に
、前記サービス分類が位置に基づいた検索である場合、前記プロキシサーバ２１０は前記
利用者端末１００の位置情報と連携して抽出されたＵＲＬのみを提供することができる。
また、このような位置情報の入力がなくても、位置検出方法を用いることで位置情報を得
ることができ、前記プロキシサーバ２１０は位置情報に関する接続情報を前記文字列ＤＮ
Ｓサーバ２２０または前記検索サーバ２４０に提供することができる。
【００８２】
　前記インターネットサービス接続装置１５５の前記プロキシサーバ２１０は、段階１１
１０で、前記利用者端末１００の位置情報を獲得するために位置認識サーバに前記利用者
端末１００の位置情報を要求する。
【００８３】
　段階１１２０で、前記プロキシサーバ２１０は前記位置認識サーバから前記利用者端末
の位置情報を受信する。ここで、前記位置認識サーバはＭＳＣ１４５などに連結されて前
記利用者端末の位置を保存する機能をすることができ、例えば、ＨＬＲ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）、ＶＬＲ（Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｇｉｓｔｅｒ）などである。これらの位置認識サーバは、前記利用者端末が発した基地局
識別子を前記利用者端末の位置に保存して、前記インターネットサービス接続装置１５５
などの要求に対応して前記利用者端末の位置情報を送信することができる。また、ＧＰＳ
、電力測定のような既存の方法を通じて位置情報を提供することも可能である。
【００８４】
　前記プロキシサーバ２１０は、段階１１３０で、前記利用者端末１００から受信した接
続情報及び位置認識サーバから受信した位置情報を含むＵＲＬ要求を前記文字列ＤＮＳサ
ーバ２２０及び／または検索サーバ２４０に送信する。段階１１４０で、前記文字列ＤＮ
Ｓサーバ２２０及び／または検索サーバ２４０は、接続情報及び位置情報を連携してＵＲ
Ｌを抽出し、抽出された前記ＵＲＬを検索結果として前記プロキシサーバ２１０に送信す
る。
【００８５】
　前記プロキシサーバ２１０は、段階１１５０で、前記文字列ＤＮＳサーバ２２０または
前記検索サーバ２４０から受信した検索結果を前記利用者端末に送信する。
【００８６】
　前記図面および前記発明の実施の形態は、本発明の一例であり、これらは本発明を説明
しているに過ぎず、特許請求の範囲にあるような、本発明の思想と範囲を制限するもので
はない。それ故、前記技術に精通した者は、前記図面および前記発明の実施の形態より様
々な修正や同等の実施形態が生じうることを予期できる。従って、本発明の真の範囲は特
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許請求の範囲によって決定される。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　上述したように、本発明による、数字列及び文字列の両者の入力によって選択された前
記サービスを提供する前記方法及びシステムは、利用者の利便性を高めるために、１つの
数字ボタンに割当てられた数字と文字を同時に表示し、前記数字列または前記文字列に対
応する機能ボタンを押すことにより、前記利用者が数字列と文字列の１つを選択できるよ
うにする。
【００８８】
　また、本発明は、情報への接続が迅速に達成できるように、送信された前記文字列を用
いることで希望する前記サイトのＵＲＬまたはサービス分類を認識する。
【００８９】
　また、本発明は、前記サービスの利用方法を学習する必要性を排除する。
【００９０】
　また、本発明は、より容易な前記無線インターネット接続方法を通じて前記利用者の無
線インターネットへの接続を促し、無線インターネットへの頻繁な接続を通じて無線イン
ターネットサービス及び電子商取引を活性化させる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】数字及び文字列の両者の入力を通じてサービスを選択する方法実施するシステム
を示している。
【図２】本発明の好ましい一実施形態によるインターネットサービス接続装置のブロック
図である。
【図３】本発明の好ましい一実施形態による利用者端末のブロック図である。
【図４】本発明の好ましい一実施形態による前記利用者端末における入力情報を表示する
前記方法を示している。
【図５】本発明の好ましい一実施形態による表示情報及び機能ボタンを使用することによ
り選択される前記サービスを実施する前記手順を示している。
【図６】本発明の好ましい一実施形態による数字列及び文字列の両者の入力を通じたサー
ビス選択要求の方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明の好ましい一実施形態による文字列を使用することによる無線インターネ
ット接続の手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明の好ましい実施形態による利用者インターフェース画面を示している。
【図９】本発明の好ましい実施形態による利用者インターフェース画面を示している。
【図１０】本発明の好ましい実施形態による利用者インターフェース画面を示している。
【図１１】本発明の好ましい一実施形態によるＬＢＳを提供するフローチャートである。
【符号の説明】
【００９２】
　　１００　利用者端末
　　１１０　移動通信システム
　　１２０　複数の情報サーバ    
　　１３５　ＢＴＳ
　　１４０　ＢＳＣ
　　１４５　ＭＳＣ
　　１５０　ＩＷＦ
　　１５５　インターネットサービス接続装置
　　１６０　パケットデータサービングノード      
　　２１０　プロキシサーバ
　　２２０　文字列ＤＮＳサーバ
　　２３０　一般ＤＮＳサーバ



(18) JP 4625847 B2 2011.2.2

　　２４０　検索サーバ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(21) JP 4625847 B2 2011.2.2

【図１１】
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